
100936．

（纏敷、地方法院別）手敷料

＿＿一一一㊨一　　　　登　記事件　ノ
@　　　　　ー一一＿一＾＿＿一＿一一一｝．一一一一A－一一一一一一A

?p附漣記已正ご∋舶IT
合計

登記簿謄！　　　E本抄梼1　　　｝

登鋒境及
闥b料
@（円）

竺
次
馨
及
號

38
39
40
41
42
43
44

45．1

　2

　　67，211

　so8．gl7

　427，313
　46｛～，725

｛1，5t，189

510，839

726，088
1，115，446

　765．904

　　105
1，276

c2，V44

4，999

7，3当

11，513

16，479

27，052
25．563

13，793

218、061

132，842

150，802

115，106

102，592
10CJ，08・1

291，071
156．897

1
9
一
3
4

244，607
37，421

188，508
290r　，368

76r），9004

7，908

　　770

4，145

12，740

25、563

36，624
5，020

29，560

85，693

156，897

　　395

14，844

8，752

9，317

10，564

13，655

15，841

19，521

17、407

　　　28

1，901

4，161

4，n85

4，168

4，706

5，441

10，092

8．508

5，239

　836
3，611
7，7・21

17，407

2，095

　226
1，537

4，650

8，508

　　74

2，218

2，442

2，264

2，607

2，225

2，270

4，684

4．974

　917
　216
　779
3，062

4，974

　　3

136
25

　　7

10
184
447
418

209
　　7

70
162

448

43
753
298
375
422
385
419
656
677

272
71
189
145

677

一
＝
1
2
4
2
1

一
3
1
7
6
4
1
2
4

4

4

26
207
151
178
］99

293
240
248
386

114
53

］43

76

386

大正二年）

一
－
　
一
4

　　　　　8

　　　　　1

別
　　年）

　　　　1

1

年至

1

　4

20
80
90
69
49

院
二

鵠
8
・
当
⇒

（総藪、地方法院別）

l　l 登　詑事件　ノ ご謄
強制競賓強制管理

假差押假抵常アル
@　　　　　　　債権ノ差虚分　　押　　　　　　　L

　　　　　　　1抹消シグ任意競責）レ登記回：

@　　　　　　腹　　1 假劉附‖麟巳陣正 愛∋抹1宵
合　計

本抄木等

年
次

1
竺
　
　
　
　
　
1
6
　
　
　
　
　
1
9
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
1
9
　
　
　
　
　
1
4
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
1
4
　
　
　
　
◆
1
5
　
　
　
　
　
3
0
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
3
0
　
　
　
　
　
　
7
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
7
　
　
　
　
　
　
6
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
6
　
　
　
　
　
　
7
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
7
　
　
　
　
　
　
3
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
4
　
　
　
　
　
1
3
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
1
3
　
　
　
　
　
　
9
1
　
』
l
　
l
l
　
ス
i
　
2
2
1
　
　
＿
1
　
2
2

　　　　　数

N至大正二年）
@　　　　　　　　　　一

@　　　　　　　　　　一

@　　　　　　　　　　一

@　　　　　　　　　　一

@　　　　　　　　　　一

@　　　　　　　　　　一

@　　　　　　　　　　一

@　　　　　　　　　　一

@　　　　　　　　　　一

@　　　　　　　　　　一

@　　　　　　　　　　一

@　　　　　　　　　　一

@　　　　　　　　　　一
@　　　　　　　　　　　1

@　　　　　　　　　　－
@　　　　　　　　　　　1

@　　　　　　　　　　－

@　　　　　　　　　　一

@　　　　　　　　　　一

@　　　　　　　　　　一

@　　　　　　　　　　一

@　　　　　　　　　　一

@　　　　　　　　　　一

@　　　　　　　　　　一

@　　　　　　　　　　一

@　　　　　　　　　　一

@　　　　　　　　　　一

@　　　　　　　　　　一

@　　　　　　　　　　一

@　　　　　　　　　　一

@　　　　　　　　　　一

@　　　　　　　　　　一

@　　　　　　　　　　一

@　　　　　　　　　　一

@　　　　　　　　　　一
@　　　　　　　　　　　3

@　　　　　　　　　　－
@　　　　　　　　　　　3

17
@1
P8
P9

|
1
9
1
9
－
1
9
1
0
1
1
一
ユ
1
　
2
－
　
2
　
3
－
　
3
－
一
一
　
3
－
　
3
　
1
－
　
1
　
3
　
6
－
　
6
　
3
－
　
3
1
0
一
1
0

一
一
一
　
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
　
2
－
　
2
一
一
一

一
一
一
一
一
一
　
1
－
　
1
　
2
－
一
一
　
3
－
　
3
－
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
　
2
　
1
－
　
1
　
2
－
　
2
　
6
－
　
6

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
’
一
一
一
『
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
｛
一
一
一
一
一
一
一
　
1
－
　
1
一
一
一

1　：
@　　　　　：

@　　　　　：

@　　　　　　1

@　　　　　－
@　　　　　　1

@　　　　　｝

@　　　　　一

@　　　　　一

@　　　　　一

@　　　　　一

@　　　　　一

@　　　　　・－
@　　　　　　1

@　　　　　－
@　　　　　　1

@　　　　　－

@　　　　　一

@　　　　　一

@　　　　　一

@　　　　　一

@　　　　　一

@　　　　　一

@　　　　　一

@　　　　　一
@　　　　　　1

@　　　　　－

@　　　　　一

@　　　　　一
@　　　　　　1

@　　　　　－
@　　　　　　1

@　　　　　　2

@　　　　　－
@　　　　　　2

一
一
一
A
　
－
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
　
1
－
　
1
－
一
一
一
一
一
　
1
　
1
　
2
－
一
一
一
　
1
－
　
1
　
5
－
　
5

一
一
一
一
一
一
1
9
－
1
9
6
0
4
3
－
4
3
4
9
－
4
9
6
8
－
6
8
5
4
－
5
4
3
5
－
3
5
1
9
－
1
9
1
9
2
7
－
2
7
2
0
－
2
0
2
8
－
2
8

119

|
1
1
9
1
1
9
－
1
1
9
8
4
　
　
1
8
5
5
6
4
6
－
4
6
5
5
－
5
5
6
9
－
6
9
4
3
－
4
3
8
1
－
8
1
7
3
－
7
3
1
4
5
1
3
4
　
　
1
1
3
5
1
0
2
－
1
0
2
1
6
9
－
1
6
9

106

|
1
0
6
1
9
5
－
1
9
5
1
7
3
　
　
1
1
7
4
1
7
8
1
6
4
　
　
1
1
6
5
1
1
3
　
　
2
1
1
5
8
9
　
　
3
9
2
9
8
－
9
8
1
0
2
　
　
1
1
0
3
1
0
4
－
］
0
4
1
6
1
1
5
5
－
1
5
5
1
8
9
　
　
1
1
9
0
2
3
7
－
2
3
7

　933
@　　2

@935
P，002

@　　1

P，003

P，023

@　　6

P，029

@904
@643
@　　4

@647
@506
@　　4

@510
@502
@　　3

@505
@550
@　　4

@554
@599
@　　2

@601
@754
@　　1

@755
@944
?C074

@　　4

P，078

P，050

@　　1

P，051

P，421

@　　2

P，423

75

|
7
5
1
0
4
－
1
0
4
8
9
－
8
9
1
4
0
1
3
1
－
1
3
1
8
4
　
－
－
8
4
5
4
－
5
4
6
0
－
6
0
7
3
　
　
1
7
4
7
9
－
7
9
1
0
4
1
3
2
　
　
2
1
3
4
1
3
4
　
　
5
1
3
9
2
6
7
－
2
6
7

｝33

p・・

p
3
5
　
　
3
6
｝
3
7
｝
3
・
｝
3
9
｝
・
・
1
4
・
｝
・
2
　
　
4
3
｝
4
4
｝
・
5
・
・
｝
2

ぐ

’

、〆う

’
転

司

差一

一一g

ψ

36，10④8

土地登記件藪及登録税823．

強制管理

ノ申立

強制競葺

ノ申立

胎灌ノ取

得

典種ノ取

得

膜耕穣ノ

取得

共業地ノ

分割

從來保有

セル業主

擢ノ保存

其他ノ原
因二囚ル
業主横ノ
取得

賓買9囚

ル業圭横

ノ取得

與
償
因
擢

　
無
二
圭
得

言
他
義
業
取

遺
其
名
ル
ノ

相績二因

ル業圭横

ノ取得

穂

十八

40
　9

　4

　2

方　法
　　正

明治
　　　　40

　　　　95

　　　123

　　　190

　　　576

　　　326

　　　332

　　　252

　　　377

一1

（自

　　506
9，363

6，933

7，826

8，674

10，568

11，016
14，152

16．879

地
（大

93
22

107
155

377

　　779
41，125
6，9】9

4，991
3，］79

3，098

3，067

5，877

3．780

134
581
365
428
445
514
558
725
756

10
179
140
214
146
105
107
286
294

　　9，992

121，831

75，205

87，042

45，450
25，047

21，403

105，365
27．363

5，891

　801
3，561

6，626

16，879

　308
　　20

　443
3，009

3，780

　　　9

　335
　658
　775
　850
　922
1，015

1，413

Ll76

1，644

23，080

24，155
28，165

31，690

33，434
36，7J5

67，980
52．972

304
37
91

324

756

68

S
㌶
誤

6，116

　　740

4，215

16，292

27，363

281
65

473
357

1，176

9，140

1，232

10，031

32，569

52，972

　　86

1，145

1，343

2，333

2，435

2，050

3，129

7，030

5．227

　　　24

　　264
1，171

2，597

3，632

5，149

7，250

52，265
15．619

2，112

　285
　967
1，863

5，227

3，423

　385
3，335

8，476

15，619

地力法院

1蜜　北2　宜蘭（出張砺）

3裏　中
4i裏　南
総　　計

建物船舶登記件824．

種別 家督相績 遺産相檀

一　一一一　　　　一一一　ヂ　　　　　　　　　　　　　　　ー’　　　　　一　　　一　一一＿　＿　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一｝一一

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　贈與遣贈 質　買
其他ノ原
��凬居
有横�

來保有セ，レ所有擢

m保存�

有物ノ分

�
　　　1先
謫ﾁ穣ト質櫻　
@　　1�

一r－、p一一一一一一�
當擢

年次明

齡N璽

ｯ
計
⇒
i
同
三
＋
⇒
i
同
　
三
＋
六
年
ぱ
物
同
計
辞
麟
同
三
＋
八
年
｛
1
同
三
⇒
i
同
四
＋
年
｛
1
∴
｛
1
同
　
四
十
三
年
1
建
物
同
酎
僻
麟
一
⇒
1
大
正
二
蝦
�

ニ
’
』
』
：
⊃
三
』
』
：
』
　
6
』
　
i
』
　
§
二
竺
1
2
�

　　ニ　

@　　ニ　

@　　ニ　
@　　」　

@　　　；　

@　　』　

@　　　…　

@　　τ　

@　　：　

@　　：　

@　　：　
@　　三　　　　　1　

@　　：　

@　　：　
@　　』　

@　　』　

@　　：　
@　　三　　　　　1�

窒
三
」
｛
：
三
三
：
㌃
⊃
二
1
三
｝
』
』
二
』
1
�

］竺　

?@
P三　
P讐　

ｯ　
P9；　197　

P竺　

z；8　

@豆　

P竺．

P；
P
　
　
三
　
聖
　
㌫
　
1
4
｝
　
｝
藷
　
1
石
　
1
竺
　
1
3
6
�

：
：
』
i
三
；
⊃
』
、
1
元
』
5
』
琴
』
、
1
豆
竺
2
4
�

9iG
1
き
2
3
｝
2
8
｝
i
器
竺
l
i
，
1
1
竺
｛
6
、
2
1
1
竺
1
4
4
2
竺
；
l
l
2
8
6
i
g
l
2
元
3
5
5
3
5
1
　
1
�

：
二
：
：
：
：
：
』
1
百
：
：
：
」
：
：
⊃
⊃
�

　　』　

@　；　

@　二　

@　三　

@　；＊　　　2＊

@三　

@：　

@：　
@：＊　　　1＊

@二＊　　　　1＊

@三　

@』　
@　』　

@：　

@：　

@：＊
@　；，

@三�

　　　総（
ｩ明治三十三　
@　竺　

@　器　

@　苗　
@　竺　

@　6　

@　竺　

@　11　

@　二　
@　』　

@　　6　

@　τ　
@　』　　　　8　

@　』　

@　　i　

@　』　

@　　…　

@　5　
@　竺　　　31�

竺
2
1
6
1
竺
㌫
2
2
§
1
8
1
竺
7
7
5
1
器
蕊
9
；
認
1
正
2
竺
1
8
1
3
竺
1
9
；
2
扇
3
7
i
3
7
4



1010　　　　36．　i墓i　　　濯f 36．　ξ§・　　　湾　　　　101］1

824・建物船舶登記件歎 （総敷、地方法院別） 績

地方法院 地　方　法
（大　　正

・磯北｛㌶ こ ： ： 竺 』 2°P 』 ： 竺 2°P
2．頭（出張所）建物

一 一 一
1

一
6

一 一 一
10

3，聲　　中　〃 一 一 一
23 1 25

一 ＊2　　1 2 34

鑓南麟 』 』 三 竺 竺 1
竺

： ： 』 1
竺

線計
竺
1
2

」
1

」
］
1

1
竺
1
3
6

竺
2
∋

35奄
R
5
6

』
3

＊2　　1

魔Q－

竺
3
1

37P
3
7
4＊ハ賃借権ナリ○共有物ノ分割ノ明治三十九年同四十年ノ・共有物保存ナリ

本表中二包含スノし登録税及手数料ヲ課セサルモノ、建物件数ヲ別掲スレノ・次ノ如シ但シ×ハ船舶ナリ

年　　i欠 夏　買

其他ノ鴫從來保有

因二依ルセル所有
所有擁　横ノ保存

共有物ノ

分割
抵當擢 假差押

　　　1
強制競費1

登言巳事イ牛ノ

1附記剰憂NI・lk　7rfi 合　計
登記簿謄

本及抄本

’　・　、

1

纏
劃
　
　
登
記
事
件
ノ
復

強制競寅 強制管理
假差押假

封ｪ

抵営アル

ﾑ⇒任謙 i｝假剰附言巳司更正惨∋抹消
合　計

登記簿謄

{抄本等

法番

@號

竺翠）
　7

鼈
一
一
一

　4

鼈
一
｝
一

　1

鼈
一
一
一

一
一
一

　3

|
一

7
i
：
1

41

|
　
7

124

|
　
　
3

705
@　2

Q7

127

|
　
　
1

｝
・
　
　
2

2
一

2
一 一 一 一 一

13 58 26 189 32 3

13 　3 　4
一
一

　5

一
一

2
一

　2 　8 63 84 500 107 ｝・

習 3 10
一

6
一

2 5 28 169 237 1，421 267

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
2

一
22 3 10

一
6

一
2 5 28 169 237 1，423 267

明治三十七年
同　三十八年
同　　四十年
同　　四十一’年

1司　四十二年

1
1
凸
0
0

1

2
1

寸
3
｛
2

　　1
×　　1

4
一
2

9
0
0
9
1

×

年　　i欠

9
一
4
3
ー
ユ
ー

明治四十三年

同　四十四年

同四十五年大正元年

大正二年

頁　買

5
4
A
ー
ユ
O
ρ

×

有
有
存

保
所
保

來
ル
ノ

從
セ
穣

原
ルノ

依
横

他
二
有

其
因
所

共有物ノ

分割

3
0
0
1
3

抵當横

1

－
入
り
臼

假差押

2

強制競頁

1

登記事件ノ

附言巳剰憂司抹消

2 5

合　計

　　8
　　8
×　　　1

　　4
　　15

登記簿謄

本及抄本

］

1

825．建物船舶登録税及
　　　　　　　　　本表ノ里位

・。．i，

一一

年　　次 種別 家督相績 遺産相績 貝曾與遺‖曾 貰買
其他ノ原
��ﾋル

從來保有セル所有 共有物ノ
先取特樺 質椹 抵當権

所有権 樺ノ保存 分割

明治三 』
3

』
6 3

2

2，715

@20
Q，735

竺
1
4

68P
6
9
2

：
一

｝
2

三3

S3

1，287

@47
P，334

同　三十六年1 建物
一

27 17 2，334 5 214
一

3 39 691

同r
：
一

竺
4
5

：
一

2，726

@187
Q，913

』
8

竺
7
9

ニ
ー

』
2

竺
2
4

350
D　　＿

R50
3

3
8
一
8
27

2”‘　i

52
31

62

62

601
rl
601

1goi
－i

190i

39

39

2

2

7

7

15　1

15

27

27

1，371

1，371

　8
8

2
6
Q
O

1
6
1
18

39

黷
R
9

1，122

1，122

1，506

1，s66

1，857

1，857

1，541

1，541

3，154

4，311

12，537

12，537

5，255

5，255

5，173

5，1完

167

167

36

6
n
3
70
（
U

ワ
・
O
δ

30

　4
698

47

　47
4，002

4，06：・．

　684

6㌫

233
　2
235

470

470

317
24

341

620

　620

1，033

8，998

6，070

　246
6，316

4，757

4，757

7，306　＊

　9
7，315　＊

0

0
33

17

＿＿1

4
9

4
9

－
一
1
5
5
一
〇

　
8

一
NT
i
l

33

3
7

3
ワ
・

7
・
0
∨

ワ
．
4

⇔
0
5

4
∩
O

5
9
】
8
8

3
り
●
－
凸
4

48

51

51

539

539

　298
　　7
　305

1，348

1，348

　707
　107
　814

1，907

1，gl元

2，215

ユ，715

2，696

2，696

3，165

3，165

3，893

　30
3，923

明治三＋四年以前ハ不詳ノモノアルヲ以デ之ヲ関クO＊・・賃借槽ナリ

」　＿

　．e　　　N

－sい
　　P

，　　　　　　，♪　　、

手数料　（総敷）

ハ圓ナリ

一一ぽ欝任意競賢騨 登記事・件ノ
合　計

登記簿謄　年

假翻附記⇒更ml憂更抹消 本抄本等　次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
肪
3
6
訂
　
鎚
　
3
9
　
釦
　
虹
2
“
　
仙
　
2
1
「
ノ
　
　
　
ー
　
｝
1
「
1
　
）
1
「
1
　
｝
t
「
；
　
ー
　
　
　
　
ー
　
｝
1
，
ー
ノ
　
）
1
「
ノ

三
臼
㌶
三
竺
蓋
五
B
三
路
。
蓋
姐
3
9
1
£
－
習
豆

5
3
8
8
8
8
6
7
9
6
1
1
2
2
1
3
2
5
7
6
5
8
6
4
2
0
2
4
9
3
2
7
9
2
3
8
2
8
　
9
9
　
9
1
3
4
7
4
1
4
5
9
4
4
9
　
9
1
3
5
9
　
9
5
4
1
6
9
　
9
4
　
4
4
1
5
2
　
3
6
9
5
2
8
3
　
3
2
　
2
，
　
　
　
　
，
　
　
，
　
　
，
　
　
　
　
，
　
　
，
　
　
　
　
，
　
　
，
　
　
　
　
，
　
　
，
　
　
　
　
，
　
　
，
　
　
　
　
，
　
　
，
　
，
　
　
，
　
　
　
　
，
　
　
，
　
　
　
　
，
　
　
，
　
　
　
　
，
4
　
4
3
3
　
3
1
　
1
3
　
3
4
　
4
4
　
4
6
5
1
　
1
7
　
7
8
　
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
Ω
4
　
　
り
匂
　
1
　
　
　
1
　
1
　
　
　
1

㍗
塁
3
9
1
如
別
。
鴛
－
㌃
盃
莞
6
甜
竺
2
。
袈
。
2
6
額
三

16

P
1
7
1
2
9
一
9
7
一
7
1
0
一
1
0
8
一
8
1
3
一
1
3
1
0
2
0
2
0
0
2
0
1
3
一
1
3
4
4
一
4
4

5
一
5
8
6
一
6
9
一
9
9
一
9
6
一
6
5
一
5
2
3
4
一
4
3
一
3
3
一
3

＝
＝
＝
＝
＝
』
。
一
＝
一
＝
＝
一
＝
』
。
－
三

≡
＝
＝
＝
＝
＝
＝
二
＝
二
≡
』
。
≡

－
一
1
5
＝
一
1
1
一
1
1
＝
一
＝
一
一
＝
一
1
3
3
一
3
2
3
一
2
3
8
1
一
8
1

一
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
三
五
≡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
－
｜
1

74

黷
V
4
1
4
2
1
一
2
1
5
一
5
5
一
5
＝
　
5
9
一
5
9
0
4
2
6
一
2
6
3
一
3
2
4
一
2
4

≡
＝
＝
三
・
＝
二
＝
＝
＝
≡
＝
＝
D
元

肪
三
裟
函
u
三
こ
7
竺
π
5
妬
5
。
萄
Ω
竺
鴛
一
還
厄

、


